
平成２１年２月２５日 

各  位 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

市 場 部 

 
パブリック・コメントの実施について 

 
本所は、下記の要領で、パブリック・コメントの募集（規制の設定又は改廃についてのご意見募集）

を実施することといたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．パブリック・コメントの内容 

「自己株式取得のための新たな取引制度の導入について」 

 

２．意見提出方法等 

（１）提出期限：平成２１年３月１０日（火） 

（２）提出方法：郵便、ファクシミリ、E－Mａｉｌ 

（３）提 出 先  

  ① 住 所：〒810－0001  福岡市中央区天神２－１４－２                 

                 証券会員制法人 福岡証券取引所 総務部              

  ② ＦＡＸ：０９２－７１３－１５４０ 

  ③ Ｅ‐Mail：pc@fse.or.jp 

 

３．公表資料の入手方法 

本所ホームページ（URL  http://www.fse.or.jp/）及び本所窓口での配布 

 

４．意見等処理方法 

  平成２１年３月１１日（水）以降、本所ホームページに掲載いたします。 

以 上 

 

【問い合わせ先】 

  証券会員制法人 福岡証券取引所 市場部 

       ＴＥＬ（０９２）７４１－８２３１
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自己株式取得のための新たな取引制度の導入について 

平成２１年２月２５日 

証券会員制法人福岡証券取引所 

 

Ⅰ．趣旨 

  本所の立会外取引は、売買立会による売買（オークション市場）においては効率的な執行が難しい大口取引などの取引ニーズに対応する取

引手法として定着しており、事前公表型の自己株式取得にあっても、その中心的手法として利用されておりますが、市場参加者の多様なニー

ズに応え、より一層の利便性の高い取引手法を提供するため、事前公表型の自己株式取得のための新たな手段として自己株式立会外買付取引

を導入し、本所市場における取引機能の充実を図ることとします。 

 

Ⅱ．概要 

項目 内容 備考 

１．自己株式取得のための

新たな取引制度の導入 

（１）自己株式立会外買付

取引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事前公表型の自己株式取得のための新たな手段として、自己株式立会外買付取

引を導入します。 

 

 

 

 

・会員は、買付注文を自己株式立会外買付取引により執行することができるもの

とします。 

・自己株式立会外買付取引は、売買システムによる売買以外の売買により行うも

 

 

・自己株式立会外買付取引を用い

た事前公表型の自己株式取得

を、有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令第２３条におけ

る「金融商品取引所が適当と認

める方法」とします。 

・終値取引を利用した事前公表型

の自己株式取得も、引続き可能

です。 



 2

項目 内容 備考 

 

 

（２）手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）値段 

 

 

 

 

 

 

（４）売付申込み 

 

のとします。 

 

・会員は、自己株式立会外買付取引を行おうとするときは、本所が定めるところ

により、あらかじめ本所に届け出るものとします。 

・本所は、届出を受理したときは、自己株式立会外買付取引の値段その他の必要

事項を発表するものとします。 

・自己株式立会外買付取引は、届出を受理した日の翌日（以下「買付執行日」と

いう。）に売買を成立させ、当該日から起算して４日目の日（配当落日等にお

ける売買については５日目の日）に決済を行うものとします。 

・届出を行った会員は、本所が当該届出を受理した時から売付申込時間終了時ま

でにおいて、当該買付に係る銘柄が、上場廃止の基準に該当し又は該当するお

それがあると本所が認めたときは、当該届出を取り消すことができるものとし

ます。 

 

・自己株式立会外買付取引は、届出を受理した日の最終値段（本所が定める銘柄

については、本所が銘柄ごとにあらかじめ指定した国内の他の金融商品取引所

における最終値段。届出を受理した日に最終値段（最終気配値段を含む。）が

ないときは、本所がその都度定める値段）により行うものとします。ただし、

当該届出を受理した日が当該銘柄の配当落の期日等の前日である場合には、本

所が定める基準値段により行うものとします。 

 

・自己株式立会外買付取引による買付けの申込みに対する売付けの申込みは、買

付執行日の午前８時２０分から８時５０分までの間において行うものとしま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「本所がその都度定める値段」は、

原則として買付執行日の当該銘

柄の制限値幅の基準値段としま

す。 

 

 

 

・売付け申込み後においても、売

付申込時間終了時までの間、売
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項目 内容 備考 

 

 

 

 

（５）売買契約の締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

・売付申込数量の単位は、当該銘柄の売買立会による売買単位に準ずるものとし

ます。 

 

・自己株式立会外買付取引による買付けの申込みに対して、売付けの申込みを上

記（３）に定める値段により対当させるものとします。 

・売付けの申込数量が、自己株式立会外買付の総数量を超えているときは、以下

の順位により対当させるものとします。 

第１順位 顧客（金融商品取引業者を除く。）からの委託に基づく売付申込数量

第２順位 金融商品取引業者の自己の計算に基づく売付申込数量 

・上記の各順位における売付申込数量の対当順位は次のとおりとします。この場

合において、同一会員の売付申込数量が自己株式立会外買付総数量を超えてい

るときは、当該売付申込数量は、自己株式立会外買付総数量と同数量とします。

 ① 会員単位により申込数量の多い会員から少ない会員の順序で最小単位を

それ以外の部分の数量に優先させ、対当させるものとします。 

 ② 最小単位以外の数量については、会員単位でその数量にあん分比率（最小

単位配分後の売付申込数量に対する、①の最小単位対当後の自己株式立会外

買付総数量の比率）を乗じた数量を対当させるものとします。 

  ただし、最小単位未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものと

します。 

 ③ ②の切捨数量が多い会員から、最小単位を順次対当させるものとします。

 

 

付け申込みの訂正及び取消しを

行うことができるものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申込数量が同一の会員について

は、その会員の申込みのうち、

最も早く受け付けたものを比較

して、その時間の先後により順

序を決するものとします。 

 

 

・切捨数量が同一の会員について

は、①と同様に順序を決するも

のとします。 
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項目 内容 備考 

 

（６）信用取引の禁止 

 

 

２．自己株式立会外買付取

引の定率会費の徴収標準

率 

 

 

・会員は、自己株式立会外買付取引の売買に係る信用取引を行ってはならないも

のとします。 

 

・自己株式立会外買付取引の定率会費の徴収標準率は、単独上場銘柄にあっては、

売買代金の万分の１．１９、重複上場銘柄にあっては、同万分の０．０１とし

ます。 

・あわせて、重複上場銘柄の、売買立会による売買（立会外分売を含む。）以外

の売買並びに当該売買にかかる過誤訂正等のための売買及び復活のための売

買について、売買代金の万分の０．０１とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行規則では、重複上場銘柄の

当該取引における定率会費の徴

収標準率は、売買代金の万分の

０．０２７と定められています。 

 

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

  平成２１年４月を目途とします。 

 

以上 


